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処分基準（不利益処分関係） 

（新設） 
資料番号 28－０ 担当課 循環型社会推進課 

法令名 
愛媛県土砂等の埋立て等によ

る土壌の汚染及び災害の発生

の防止に関する条例 
根拠条項 22の２ 

不利益処

分の種類 
特定事業に対する改善命令 

（改善命令） 
第22条の２ 知事は、第９条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、適正な

土砂等の埋立て等の実施を確保するため、期限を定めて、特定事業の施工に関し必要な措置を

講ずべきことを命ずることができる。 
(1) 施工する特定事業が第10条第１項第２号、第３号、第７号、第８号、第９号、第11号若し

くは第 12 号又は同条第２項第１号（同条第１項第２号、第３号、第８号及び第 11 号に係る

部分に限る。）、第４号若しくは第５号に掲げる事項に適合していないと認めるとき。 
(2) 施工する特定事業が第 12 条第１項第３号又は同条第２項第３号の構造上の基準に適合して

いないと認めるとき。 
(3) 第 13条（第14条第４項において準用する場合を含む。）の規定により許可に付した条件に

違反したとき。 
(4) 第17条第１項の規定による水質検査又は土壌検査を行っていないと認めるとき。 
(5) 第 19 条第１項の規定による標識を掲示せず、又は同項に規定する事項の全部若しくは一部

を記載していないと認めるとき。 
(6) 第19条第２項の規定による境界を明らかにする表示を行っていないと認めるとき。 

 


